
- 1 - 

江田島市の給与・定員管理等について  

 

１  総括  

 

(1) 人件費の状況（普通会計決算）  

区  分  

 

住民基本  

台帳人口  

(R7年 1月 1日 ) 

歳  出  額  

Ａ  

実質収支  

 

人  件  費  

Ｂ  

人件費率  

Ｂ／Ａ  

(参考 ) 

R5年度の  

人件費率  

R6年度  20,690人 15,390,789千円  208,096千円  3,553,858千円  23.1％  21.6％  

 

( 2 )  職員給与費の状況（普通会計決算）  

区  分  

 

職員数

Ａ  

給      与      費   

 

 

 

  

(参考 ) 

一人当たり

給与費  

Ｂ／Ａ  

(参 考 )  

類 似 団 体

平 均 一 人

当 た り  

給 与 費  

給   料  職員手当    期 末 ･ 勤 勉 手 当  計  

Ｂ  

R6年度  3 2 7人  1,284,410千円  222,759千円  544,920千円  2,052,089千円  6,276千円  6,123千円  

（注）１  職員手当には退職手当を含みません。  

２  職員数は、令和６年４月１日現在の人数です。  

３  給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含

まれており、職員数には当該職員を含んでいません。  

 

(3) ラスパイレス指数の状況  

 

（注）１  ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較する

ため、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職

俸給表（一）適用職員の俸給月額を 100として計算した指数です。  

２  類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平

均したものです。  
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(4) 給与改定の状況  

      江田島市には人事委員会が設置されていないため、人事委員会による勧告はありません。  

月例給の給与改定率及び特別給の年間支給月数は、国に準じて改定を行っています。  

①月例給  

 

区  分  

 

人事委員会の勧告   

給与改定率  

 

 

 

 

(参考 ) 

国の改定率  

 

民間給与  

Ａ  

公務員給与  

Ｂ  

較差  

Ａ－Ｂ  

勧告  

（改定率）  

R6年度  円  

 

円  

 

円  

（    ％）  

％  

 

％  

 

 

 

＋ 3 . 0％  

（注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパ

イレス比較した平均給与月額です。     

 

    ②特別給（期末・勤勉手当）  

 

区  分  

 

人事委員会の勧告   

年間支給月数      

 

 

 

 

(参考 ) 

国の年間  

支給月数  

民間の支給  

割合    Ａ  

公務員の  

支給月数  Ｂ  

較差  

Ａ－Ｂ  

勧告  

（改定月数） 

R6年度  

 

月  

 

月  

 

月  

 

月  

 

月  

 

 

 

4.5月  

→ 4.6月  

（注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の

支給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数です。  

 

(5) 社会と公務の変化に応じた給与制度の整備（給与制度のアップデート）の実施

状況について  

 

 

 

 

 

①給料表の見直し  

［  実施   未実施］  

 

 

 

（給料表の改定実施時期）  

令和７年４月１日  

（内容）一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、３級から７級までの初号近辺の

号給をカットし、これらの級の初号の給料月額の引上げを実施。（国の８級以上に相当する級がな

いため、隣接する級間での給料月額の重なりの解消は実施していない。）  

【概要】国家公務員給与においては、行政職俸給表 (一 )において３級から７級までの初号近辺の

号俸をカットし、これらの級の初号の俸給月額の引上げを行うとともに、８級から 10 級の隣接す

る級間での俸給月額の重なりの解消等を行っている。その他、各種手当について見直しを行って

いる。  

本市には人事委員会を設置していないため、記載していません。  

本市には人事委員会を設置していないため、記載していません。  
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②地域手当の見直し  

実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合）  

 

③その他の見直し内容  

 

 

 

 

(6) 特記事項  

な し  

 

 

 扶養手当について、国と同様に見直しを実施。（令和７年４月１日実施）  

 

（支給割合）国基準 2.0％に対し、江田島市においても 2.0％を支給。  

（実施時期）令和７年４月１日より実施。段階的に支給割合を引き上げることとし、令和７年４月

１日時点は 2.0％、令和８年４月１日は 4.0％を支給。  

 

（参考）  

 支  給  割  合 

R3 R4 R5 R6 R7 R8 

国基準による 

支給割合 
― ― ― ― 2.0％ 4.0％ 

江田島市の 

支給割合 
― ― ― ― 2.0％ 4.0％ 
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２  職員の平均給与月額、初任給等の状況  

 

(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況  

（令和７年４月１日現在）  

     一般行政職  

  

 

 

 

 

 

区  分  

 

平 均 年 齢      

 

平均給料月額  

 

平均給与月額  

 

平均給与月額  

(国比較ベース ) 

江田島市       45.0歳      343,500円      399,979円      374,561円  

広島県       43.0歳      337,278円      419,544円    378,982円  

国       41.9歳      332,237円      414,480円      414,480円  

 類似団体       42.6歳      327,221円      383,976円      354,371円  

（注）１  「平均給料月額」とは、令和７年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均

です。  

２  「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間

外勤務手当などの全ての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査におい

て明らかにされているものです。  

また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝

時間外勤務手当等を除いたもの）で算出しています。  

 

(2) 職員の初任給の状況（令和７年４月１日現在）  

区     分  江田島市  広島県  国    

  

  

  

  

一般行政職  
大  学  卒         220,000円   228,738円         220,000円   

高  校  卒         188,000円   197,583円         188,000円   

消  防  職  
大  学  卒          225,600円   －  －  

高  校  卒          194,500円   －  －  

 

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和７年４月１日現在）  

 

 
区     分  

経験年数  

10 年以上  

15 年未満  

経験年数  

15 年以上  

20 年未満  

経験年数  

20 年以上  

25 年未満  

経験年数  

25 年以上  

30 年未満  

一般行政職  

大  学  卒       291,000円       319,200円        365,700円   388,700円 

高  校  卒       262,000円  ―        305,200円  373,900円  
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３  一般行政職の級別職員数等の状況  

 

( 1 )  一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和７年４月１日現在）  

区  分  標準的な職務内容  職員数  構成比  
１号給の  

給料月額  

最高号給の  

給料月額  

１  級  主 事  1 1人   5.6％   183,500円  258,100円  

２  級  主 事 、 主 任 主 事  15人   7.7％   230,000円  308,500円  

３  級  主 任  53人   27.0％   265,300円  354,700円  

４  級  係 長 、 専 門 員  33人   16.8％   298,800円  391,000円  

５  級  課 長 補 佐  50人   25.5％   321,300円  398,200円  

６  級  課 長  26人   13.3％   355,200円  415,700円  

７  級  部 長  8人   4.1％   408,300円  450,900円  

  （ 注）１  江田島市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。  

２  標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。  
 

(2) 国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（令和７年４月１日現在）  

 

 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級
令和７年度の構成比 5.6% 7.7% 27.0% 16.8% 25.5% 13.3% 4.1%
１年前の構成比 5.0% 11.9% 22.9% 21.4% 22.4% 12.9% 3.5%
５年前の構成比 11.5% 12.5% 14.6% 30.2% 14.6% 12.5% 4.2%

１級

5.6%

１級

5.0%

１級

11.5%

２級

7.7%

２級

11.9%

２級

12.5%

３級

27.0%

３級

22.9%

３級

14.6%

４級

16.8%

４級

21.4%

４級

30.2%

５級

25.5%

５級

22.4%

５級

14.6%

６級

13.3%

６級

12.9%
６級

12.5%

７級

4.1%

７級

3.5%
７級

4.2%
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 (3) 昇給への人事評価の活用状況（江田島市）  

令和 6 年 4 月 2 日から令和 7 年 4 月 1 日  

までにおける運用  
管理職員  一般職員  

ア  人事評価を活用している    

 

活用している昇給区分  
昇給可能な

区分  

昇給実績が

ある区分  

昇給可能な

区分  

昇給実績が

ある区分  

上位、標準、下位の区分      

上位、標準の区分      

標準、下位の区分      

標準の区分のみ（一律）      

イ  人事評価を活用していない  ○  ○  

   活用予定時期  未定  未定  

 

昇 給 日（ １ 月 １ 日 ）前 の １ 年 間 に 、病 気 休 暇 や 欠 勤 な ど の 日 数 が 一 定 の 日 数 を 超 え た

職 員 又 は 処 分 を 受 け た 職 員 に つ い て は 、そ の 休 暇 等 の 日 数 や 処 分 内 容 に 応 じ て 昇 給 号 数

を 減 じ た り 、 あ る い は 昇 給 し な い こ と と し て い ま す 。  

 

 

４ 職員の手当の状況  

  本 市 の 全 会 計 に 係 る 手 当 の 状 況 は 、 次 の と お り で す 。  

(1) 期末手当・勤勉手当  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

江田島市  広島県  国  

１人当たり平均支給額（令和6年度） 

         1,606千円  

１人当たり平均支給額（令和6年度）  

         1,767千円  

－  

 

（令和 6年度支給割合）  

 期末手当       勤勉手当  

  2.5月分        2.1月分  

 (1.4)月分      (1.0)月分  

（令和 6年度支給割合）  

 期末手当       勤勉手当  

  2.5月分        2.1月分  

 (1.4)月分      (1.0)月分  

（令和 6年度支給割合）  

 期末手当       勤勉手当  

  2.5月分        2.1月分  

 (1.4)月分      (1.0)月分  

（加算措置の状況）  

職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級

等 に よ る 加 算 措 置  

・ 役 職 加 算   5～ 1 2％  

（加算措置の状況）  

職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級

等 に よ る 加 算 措 置  

・ 役 職 加 算   5～ 2 0％  

・ 管 理 職 加 算  5～ 2 5％  

（加算措置の状況）  

職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級

等 に よ る 加 算 措 置  

・ 役 職 加 算   5～ 2 0％  

・ 管 理 職 加 算  1 0～ 2 5％  

（注）  (  )内は、再任用職員に係る支給割合です。  
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 ○勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）（江田島市）  

令和 6 年度中における運用  管理職員  一般職員  

ア  人事評価を活用している    

 

活用している成績率  
支給可能な

成績率  

支給実績が

ある成績率  

支給可能な

成績率  

支給実績が

ある成績率  

上位、標準、下位の成績率      

上位、標準の成績率      

標準、下位の成績率      

標準の成績率のみ（一律）      

イ  人事評価を活用していない  ○  ○  

   活用予定時期  未定  未定  

 

(2) 退職手当（令和７年４月１日現在）  

 

 

 

 

 

 

江  田  島  市  国  

（ 支 給 率 ）   自 己 都 合    勧 奨 ・ 定 年  

勤 続 2 0年   1 9 . 6 6 9 5月 分  2 4 . 5 8 6 8 7 5月 分  

勤 続 2 5年   2 8 . 0 3 9 5月 分  3 3 . 2 7 0 7 5 0月 分  

勤 続 3 5年   3 9 . 7 5 7 5月 分  4 7 . 7 0 9   月 分  

最 高 限 度 額  4 7 . 7 0 9  月 分  4 7 . 7 0 9   月 分  

（ 支 給 率 ）   自 己 都 合   応募認定・定年 

勤 続 2 0年   1 9 . 6 6 9 5月 分  2 4 . 5 8 6 8 7 5月 分  

勤 続 2 5年   2 8 . 0 3 9 5月 分  3 3 . 2 7 0 7 5 0月 分  

勤 続 3 5年   3 9 . 7 5 7 5月 分  4 7 . 7 0 9   月 分  

最 高 限 度 額  4 7 . 7 0 9  月 分  4 7 . 7 0 9   月 分  

 調 整 率            8 3 . 7 / 1 0 0  

 

調 整 率            8 3 . 7 / 1 0 0  

 

 そ の 他 の 加 算 措 置  

定 年 前 早 期 退 職 特 別 措 置  2％ ～ 2 0％ 加 算  

 

そ の 他 の 加 算 措 置  

定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置  2％ ～ 4 5％ 加 算  

 1人 当 た り 平 均 支 給 額  

      （ 定 年 等 ）   （ そ の 他 ）  

2 1 , 8 2 8千 円   1 4 , 6 0 7千 円  

 

―  

(注 )１  退職手当については、広島県市町総合事務組合で定められた条例により支給されています。  

 ２  退職手当の１人当たり平均支給額は、令和６年度に退職した職員に支給された平均額です。    

 

(3) 地域手当（令和７年４月１日現在）  

支  給  実  績（令和 6年度決算）         1,339千円   

支給職員 1人当たり平均支給年額（令和 6年度決算）               223,200円  

支給対象地域  支給割合  支給対象職員数  国の制度（支給割合）   

広 島 市         7.0％             4人            9.0％  

江 田 島 市         2.0％           196人            2.0％  
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(4) 特殊勤務手当（令和７年４月１日現在）  
支給実績（令和 6年度決算）  6 4 2千 円  

支給職員 1人当たり平均支給年額（令和 6年度決算）  1 2 8 , 4 0 0円  

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和 6年度）  2 . 5％  

手当の種類（手当数）  1 4   

手当の名称  主な支給対

象職員  

主な支給対象業務  支給実績 

(R6年度  

決算 ) 

左記職員に対する支給単価  

防疫等作業従事職員の

特殊勤務手当  

従事した職員 感染症 若 し く は 家

畜伝染病が発生又

は発生するおそれ

のあ る 場合に防疫

作業に従事する場

合  

642千円  日額 1,500 円  

※特定新型インフルエンザ等

から市民等の生命及び健康を

保護するために緊急に行われ

た措置に係る作業  

1,500 円 

(上記作業のうち、心身に著し

い負担を与えると市長が認め

るもの 4,000 円 ) 

精神病患者等を護送す

る職員の特殊勤務手当  

従事した職員 精神病患者又はこ

れに準ずる者 を精

神病院等に護送す

る業務に従事する

場合  

１回当たり 500 円  

死亡獣畜等の処理作業

に従事す る 職員 の特殊

勤務手当  

従事した職員 死亡獣蓄等の処理

作業に従事 した場

合  

１体につき 500 円  

行路死亡人の取り扱いに

従事する 職員の特殊勤

務手当  

従事した職員 行旅死亡人の取 り

扱い作業に従事 し

た場合  

１体につき 2,000 円  

市税等滞納整理事務に

従事する 職員の特殊勤

務手当  

従事した職員 市税等滞納整理事

務に在勤庁を離れ

て従事したとき  

１日当たり  

500 円～ 1,000 円 

有害鳥獣駆除に従事す

る職員の特殊勤務手当  

従事した職員 有害鳥獣駆除に従

事した場合  

１日当たり  

平日 1,000 円  

休日 2,500 円  

生活保護業務に従事す

る職員の特殊勤務手当  

左記の福祉事

務所職員 

生活保護業務に従

事する 所員及び こ

れ らの現業事務の

指導監督 を 行 う 所

員  

月額 10,700 円  

災害応急作業等に従事

する 職員の特殊勤務手

当  

従事した職員 応急業務又は応急

業務のための災害

状況の調査業務に

従事したとき  

１日当たり 1,080 円  

前処理センターに勤務す

る職員の特殊勤務手当  

前処理センター

に勤務する職員 

し尿処理作業に従

事する場合  

月額 13,000 円  

リ レーセンターに勤務す

る職員の特殊勤務手当  

リレーセンター

に勤務する職員 

ごみ処理作業に従

事する場合  

月額 13,000 円  

ごみ処理以外は 7,000円 

環境センターに勤務する

職員の特殊勤務手当  

環境センターに

勤務する職員 

ごみ処理作業に従

事する場合  

月額 13,000 円  

葬斉センターに勤務する

職員の特殊勤務手当  

葬斉センターで

業務に従事した

職員 

葬斉セ ン タ ーの業

務に従事する場合  

月額 30,000 円  

従事日数×１,000円を加算 

市民センター長等の職務

に従事す る 職員 の特殊

勤務手当  

管理職手当の

支給を受ける職

に当たる職員以

外の左記の職員 

市民セ ン タ ー長の

職務又はこれに準

ず る も の に 従事す

る場合  

月額 20,000 円  

消防本部及び消防署に

勤務する 職員の特殊勤

務手当  

消防本部・消防

署勤務職員 

災 害 、 災 害 調 査 、

救急活動 、緊急走

行 、潜水業務に従

事する場合  

○災害活動の作業 

 300円/出勤・回 

○災害調査活動 300円/回 

○救急活動の作業 

＜救急救命士＞ 

600円/出動・回 
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＜救急救命士以外＞ 

200円/ 

○緊急走行車両運転 

＜災害活動時＞ 

・大型自動車 500円/回 

・普通自動車・二輪 

430円/回 

＜救急活動＞330円/回 

○潜水業務 

＜災害出動時＞840円/回 

＜訓練出動時＞560円/回 

 

(5) 時間外勤務手当  

支給実績（令和 6年度決算）            4 8 , 4 2 7千円  

職員１人当たり平均支給額 (令和 6年度決算 )                4 1 0千円  

支給実績（令和 5年度決算）            5 5 , 7 0 4千円  

職員１人当たり平均支給額 (令和 5年度決算 )                5 0 6千円  

（注）  職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和６年度決算）」と同

じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象

とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含みます。  

 

(6) その他の手当（令和７年４月１日現在）  

 

手  当  名  

 

内容及び支給単価  
国の制度

との異同 
国 の 制 度 と

異 な る 内 容  

支 給 実 績  

（令和6年度決算） 

支給職員１人当たり 

平均支給年額  

（令和6年度決算） 

 扶 養 手 当      ○扶養親族のある職員に支給され

る手当 

・配偶者3,000 円 

・子  11,500 円 

・配偶者及び子以外の扶養親族 

  6,500 円 

・特定期間（満16歳の年度初めか

ら満22歳の年度末までの子）の

加算  5,000 円 

同  －  22,411千円  243,600円  

 住 居 手 当      ○月額16,000 円を超える家賃等を

支払う職員に支給される手当 

（借家・借間） 

最高支給限度 28,000 円 

○単身赴任手当を支給され留守配

偶者が居住する借家・借間の家

賃を負担している職員に支給さ

れる手当。 

・上記、借家・借間の支給額の1/2 

最高支給限度額 14,000円 

同  －  12,398千円  302,400円  
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 通 勤 手 当      ○通勤のため、交通機関等を利用

してその運賃等を負担すること

を常例とする職員、自動車等を

使用することを常例とする職員

及びこれらを併用することを常

例とする職員に支給される手当 

（交通機関等の利用者） 

・運賃等相当額 

（自動車等の使用者） 

・通勤距離に応じ5 ㎞未満（2,000 

円）～60 ㎞以上（31,600 円） 

（交通機関等と自動車等との併用

者） 

・運賃相当額＋上記自動車等の使

用者の額 

同  －  21,125千円  129,600円  

 管理職手当  ○管理又は監督の地位にある職員

の職のうち、その職務の特殊性

に基づき支給される手当 

（月額） 

・部長 70,000円 

・課長(本庁）50,000円 

・課長(本庁以外) 40,000円 

・主幹35,000円 

異  管 理 職 の 級 及

び種別に応じ、

規 則 で 規 定 し

た額を支給  

19,567千円  631,200円  

単身赴任手当  異動等により配偶者と別居し、単

身で生活することを常況とした場

合30,000円～100,000円 

同  －  0千円  0円  

夜間勤務手当  午後10時から翌日午前5時まで勤

務した場合勤務１時間当たりの給

与額×25/100×時間数 

同  －  0千円  0円  

休日勤務手当  休日に勤務した場合勤務１時間当

たりの給与額×135/100×時間数 

同  －  0千円  0円  

管理職特別勤

務手当  

管理職手当支給対象職員が、臨時

緊急の必要により休日及び平日夜

間に勤務した場合：日額8,000円以

内 

異  管理職の級及

び種別に応じ、

規則で規定し

た額を支給  

0千円  0円  

宿日直手当  ○宿日直勤務を命ぜられた職員が

勤務した場合に支給される手当 

・勤務1 回につき  4,400 円 

・半日勤務に引き続いて行われる

場合 6,600円 

・現場管理を含む場合 7,400円 

・現場管理を含む場合であって半

日勤務に引き続いて行われる場

合 11,100円 

同  －  0千円  0円  

 

５  特別職の報酬等の状況（令和７年４月１日現在）  

 
区      分  給 料 月 額 等                     

給 

料 

 

 

市        長  

副    市    長  

教    育    長  

 

 

  820,000円  

  700,000円  

620,000円  

（参考）類似団体における最高／最低額  

 

985,000円  / 391,500円  

790,000円  / 420,000円  

  －    /   －  

 

報 

酬 

 

議      長  

副   議   長  

議      員  

 

410,000円  

355,000円  

325,000円  

 

 

545,000円  / 230,000円  

475,000円  / 200,000円  

442,000円  / 180,000円  
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期
末
手
当 

市       長  

副   市   長  

教    育    長  

       （令和 6年度支給割合）  

                    4.60月分  

議      長  

副   議   長  

議      員  

       （令和 6年度支給割合）  

                    4.60月分  

         

退
職
手
当 

市      長  

副   市   長  

教   育   長  

（ 算 定 方 式 ）            （ 1期 当 た り の 手 当 額 ）

  

給 料 月 額 ×支 給 率 （ 5×年 数 ）     1 6 , 4 0 0 , 0 0 0円  

給 料 月 額 ×支 給 率 （ 3×年 数 ）      8 , 4 0 0 , 0 0 0円  

給 料 月 額 ×支 給 率 （ 2 . 5×年 数 ）     4 , 6 5 0 , 0 0 0円  

備    考   

（注）退職手当については、広島県市町総合事務組合で定められた条例により支給されます。  
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６  職員数の状況  

 (1) 部門別職員数の状況と主な増減理由  

                                                                     
（各年４月１日現在）  

          区  分  

部  門  

職   員   数  対  前  年  

増  減  数  

   主 な 増 減 理 由            

 令和 6年  令和 7年  

  

 普  

  

 通  

  

 会  

  

計  

  

部  

  

門  

  

 

 一  

 般  

 行  

 政  

 部  

 門  

 

議  会  

総  務  

税  務  

労  働  

民  生  

衛  生  

農林水産  

商  工  

土  木  

4  

8 4  

1 5  

 

7 5  

1 4  

1 3  

8  

2 5  

4  

8 3  

1 5  

 

7 6  

1 3  

1 4  

9  

2 5  

－  

▲ 1  

－  

－  

＋ 1  

▲ 1  

＋ 1  

＋ 1  

－  

 

減員（再任用短時間職員を補充）  

 

 

増員（福祉事務所の体制強化）  

減員（再任用短時間職員を補充）  

増員（農林一般部門の体制強化）  

増員（観光部門の体制強化）  

 

  計  

 

 

2 3 8  

         

 

2 3 9  

         

 

＋ 1  ＜参考＞                         

  人口１万人当たり職員数   115.51人 

 （類似団体の人口１万人当たりの職員数   85.28人）  

 教育部門  2 2  2 3  ＋ 1  増員（再任用短時間職員の減員補充）  

 消防部門  64 65     ＋ 1  増 員 （ 新 規 採 用 に よ る 増 ）  

  小    計  3 2 4  3 2 7  ＋ 3  ＜参考＞                         

  人口１万人当たり職員数  158.05人  

 （類似団体の人口１万人当たりの職員数   110.71人）  

公企  

営計  

企部  

業門  

等  

水  道  

下 水 道  

そ の 他  

0  

7  

1 6   

 

 

0  

7  

1 5  

－  

－  

▲ 1  

 

 

  小    計  2 3  2 2  －   

合   計  

 

3 4 7  

 [ 3 8 0 ]  

3 4 9  

[ 3 8 0 ]  

＋ 2  

 

＜参考＞                           

   人口１万人当たり職員数  168.68人 

（注）１  職員数は一般職に属する職員数です。  

２  [     ]内は、条例定数の合計です。  

( 2 )  年齢別職員構成の状況（令和７年４月１日現在）  

 

 

区  分  

 

20歳  

 

未満  

20歳  

～  
23歳  

24歳  

～  
27歳  

28歳  

～  
31歳  

32歳  

～  
35歳  

36歳  

～  
39歳  

40歳  

～  
43歳  

44歳  

～  
47歳  

48歳  

～  
51歳  

52歳  

～  
55歳  

56歳  

～  
59歳  

60歳  

 

以上  

 

計  

 

職員数  2 人  14 人  14 人  31 人  33 人  47 人  20 人  33 人  65 人  46 人  37 人  7 人  349 人  
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(3) 職員数の推移                       （ 単 位 ： 人 ・ ％ ）  

年度  

部門別  

Ｒ 2 Ｒ 3 Ｒ 4 Ｒ 5 Ｒ 6 Ｒ 7 過去５年間の  

増減数（率）  

一般行政  228 226 221 236 238 239 ＋  11 人 (＋   4.8%) 

教育  23 22 21 21 22 23   0 人 (   0.0%) 

消防  63 64 65 64 64 65 ＋   2 人 (＋   3.2%) 

普通会計計  314 312 307 321 324 327 ＋  13 人 (＋   4.1%) 

公営企業等会計計  37 39 38 23 23 22 ▲  15 人 (▲  40.5%) 

総合計  351 351 345 344 347 349 ▲   2 人(▲  0.6%) 

（注）１  各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。  

２  合併した団体にあっては、合併前の年については合併前の旧団体の合計職員数です。  

 

(4) 職員の採用状況（令和６年４月２日～令和７年４月１日）     （単位：人） 

試験

区分  
職    種  

受験者数  最終合格者数  採用者数  前年度 

採用者数 男性 女性 計 男性 女性 計 男性 女性 計 

高校

卒業

程度  

一 般 事 務  22 13 35 2 4 6 2 4 6 6 

土 木 技 師  3 0 3 1 0 1 1 0 1 0 

建 築 技 師  2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 

保    育    士  0 1 1 0 1 1 0 1 1 4 

保    健    師  0 3 3 0 2 2 0 2 2 2 

学 芸 職 員  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

消  防  吏  員  7 0 7 1 0 1 1 0 1 4 

計  34 17 51 5 7 12 5 7 12 17 

 

(5) 職員の退職等の状況（令和６年４月１日～令和７年３月３１日）  （単位：人） 

区  分 人   数 前年度人数 

定年退職 3 2 

勧奨退職 3 2 

普通退職 4 9 

分限免職 - - 

懲戒免職 - - 

失  職 - - 

死亡退職 - - 

退職派遣 - - 

計 10 13 

再任用職員 - - 

（注）１  定年退職：地方公務員法（以下「地公法」という。）第 28 条の 2 第 1 項の規定により離職すること。

また、地公法第 28 条の 3 第 1 項の規定により勤務が延長され、その後離職する場合も含まれる。  

２  勧奨退職等：任命権者が人事管理上の目的から職員に退職勧奨を行い、これに応じて退職すること。  

３  普通退職：自己都合により退職すること。  

４  失職：職員が法定の欠格条項（地公法第 16 条各号（第 3 号を除く。）に該当する場合で行政処分に

よることなく当然に離職するもの）に該当し離職すること。  

５  再任用職員：定年退職者等で再任用された職員（短時間勤務を除く。）  
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７ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

(1) 職員の勤務時間（一般職の標準的なものを記入）    （令和７年４月１日現在） 

１週間の  

勤務時間  
開始時刻  終了時刻  休憩時間  

備     考  

（時差通勤等を実施している場合は、

その内容を簡潔に記入する） 

38 時間 45 分  8： 30 17： 15 60 分   

 

(2) 年次有給休暇の取得状況（令和６年１月１日～令和６年１２月３１日） 

総使用日数  

 

Ａ  

対象職員数  

 

Ｂ  

年次有給休暇の取得 

が５日未満の職員数 

Ｃ  

平均使用日数  

 

Ａ /Ｂ  

年次有給休暇の取得 

が５日未満の職員率 

Ｃ /Ｂ  

1,937 日 161 人  15 人  12.0 日 9.3％  

  （注）  「対象職員数」は、非現業の一般職に属する職員のうち、市長部局に勤務する職員数で、

通年在職した職員（育児休業者などを除く。）の数  

 

(3) 時間外勤務及び休日勤務等の状況（令和６年４月１日～令和７年３月３１日） 

時間外・休日勤務総時間数 

Ａ 

対象職員数 

 

実支給総人員数 

（手当を支給した延べ人数）

Ｂ 

職員一人当たりの時間外・休日勤務 

月平均時間数    Ａ/Ｂ 

20,454 時間  195 2,340 人 8.74 時間  

  （注）１  「時間外・休日勤務総時間数」は、当該年度中の時間外勤務等の総時間数  

     ２  「対象職員数」は、管理職、企業職員を除く全職員数  

 

(4) 特別休暇等の状況（令和７年４月１日現在） 

休  暇  の  種  類  
付与日数  

・期間等  

有給・無給 

の別  

国の制度

との異同  

国の制度と

異なる内容  

特 
 

別 
 

休 
 

暇 

職員が選挙権その他公民

としての権利を行使する

場合  

必要と認められる期間  有給  同   

職員が証人等として官公

署等へ出頭する場合  
必要と認められる期間  有給  同   

諸官庁の事務の全部又は

一部の停止の場合  
必要と認められる期間  有給  異  国は制度無  

職員が骨髄移植のための

骨髄液の提供者となる場

合  

必要と認められる期間  有給  同   

職員が次の災害、福祉に

関するボランティア活動

を行う場合  

ア  被災地等における被

災者を支援する活動  

イ  身 体 障 害 者 療 護 施

設、特別養護老人ホ

ーム等における活動  

ウ  ア、イ以外の障害者

等の日常生活を支援

する活動  

一の年において５日の範

囲内の期間  
有給  同   

職員が結婚する場合  

市長が定める期間内にお

ける連続する５日の範囲

内の期間  

有給  同   

女子職員が８週間以内に

出産する場合  

出産の日までの申し出た

期間  
有給  同   
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女子職員が出産した場合  

出産の日の翌日から８週

間を経過する日までの期

間  

有給  同   

妊娠中又は出産後１年以

内に保健指導、健康診査

を受ける場合  

妊娠満 23 週までは４週

間に１回、妊娠満 24 週～

満 35 週までは２週間に

１回、妊娠満 36 週から出

産までは１週間に 1 回、

産後１年まではその間に

１回（医師等の特別の指

示があった場合は指示さ

れた回数）とし、その都

度必要と認められる時間  

有給  異  国は制度無  

妊娠中の女子職員の通勤

緩和の場合  

正規の勤務時間の始め又

は終わりにおいて、１日

につき１時間を越えない

範囲内で必要と認められ

る時間  

有給  異  国は制度無  

女子職員の生理の場合  

２日を超えない範囲内に

おいてその都度必要と認

められる期間  

有給  異  国は制度無  

職員が生後１年に達しな

い子を育てる場合  

１日２回それぞれ３０分

以内の期間  
有給  同   

職員の妻が出産する場合  
市長が定める期間内にお

ける２日の範囲内の期間  
有給  同   

職 員 の 妻 が 出 産 す る 場

合、その出産予定日の６

週間前から出産の日後８

週間を経過するまでの期

間に、小学校就学前の子

を養育する場合  

当該期間内における５日

の範囲内の期間  
有給  同   

職員の養育する 9 歳に達

する日以後最初の 3 月 31

日までの間にある子の看

護をする場合  

一の年において５日の範

囲内の期間（ 2 人以上は

10 日）  

有給  同   

短期介護休暇  

一の年において５日の範

囲内の期間（ 2 人以上は

11 日）  

有給  同   

職員の親族が死亡した場

合  

親族の種類に応じた日数

の範囲内の期間  
有給  同   

父母を追悼する場合  １日の範囲内の期間  有給  同   

夏季における健康の維持

及び増進等の場合  

一の年の６月から１０月

までの期間内における原

則として連続する３日の

範囲内の期間  

有給  同   

現住居の滅失、損壊の場

合  
７日の範囲内の期間  有給  同   

災害、交通機関の事故等

により出勤が困難な場合  
必要と認められる期間  有給  同   

災害時において退勤途上

の危険を回避する場合  
必要と認められる期間  有給  同   

職

務

専

念

義

務

免

除  

研修を受ける場合  必要と認められる期間  有給  

  

厚生に関する計画の実施

に参加する場合  
必要と認められる期間  有給  

必要と認められる団体の

役員又は職員の地位を兼

ね、その事務に従事する

場合  

必要と認められる期間  有給  

学校等からの委嘱を受け

て、講義等を行う場合  
必要と認められる期間  有給  



- 17 - 

職務に関係のある試験又

は選考を受ける場合  
必要と認められる期間  有給  

夏期休暇の場合  

一の年の６月から１０月

までの期間内における２

日の範囲内の期間  

有給  

健康診査及び人間ドック

を受ける場合  
必要と認められる期間  有給  

 （注）  「特別休暇等」とは、特別休暇及び職務専念義務免除で制度化されているもの。  

 

８ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

(1) 分限処分者数（令和６年４月１日～令和７年３月３１日）   （単位：人） 

区     分  降任  免職  休職  降給  合計  

勤務実績が良くない場合  
地公法第 28 条  

第１項第１号  
    0 

心身の故障の場合  

地公法第 28 条  

第１項第 2 号  

第 2 項第 1 号  

  22  22 

職に必要な適格性を欠く場合  
地公法第 28 条  

第１項第 3 号  
    0 

職制、定数の改廃、予算の減少

により廃職、過員を生じた場合  

地公法第 28 条  

第１項第 4 号  
    0 

刑 事 事 件 に 関 し 起 訴 さ れ た 場

合  

地公法第 28 条  

第 2 項第 2 号  
    0 

条例で定めた事由による場合  
地公法第 27 条  

第 2 項  
    0 

計  0 0 22 0 22 

 

(2) 懲戒処分者数（令和６年４月１日～令和７年３月３１日）  （単位：人） 

区     分  戒告  減給  停職  免職  合計  訓告等 

法令に違反した場合  
地公法第 29 条  

第１項第１号  
  1  1 0 

職 務 上 の 義 務 に 違 反 し 又

は職務を怠った場合  

地公法第 29 条  

第１項第 2 号  
     0 

全 体 の 奉 仕 者 た る に ふ さ

わ し く な い 非 行 の あ っ た

場合  

地公法第 29 条  

第１項第 3 号  
     0 

計  0 0 1 0 1 0 

 （注） 「訓告等」とは、事件当事者又は監督者に対して訓告、厳重注意などの実質的な制

裁を伴わない矯正措置をいいます。  
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９ 職員の服務の状況 

(1) 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（以下「派遣法」という。）

に基づく派遣の状況 

                             （令和７年４月１日現在） 

派遣形態  

根   拠  
法  人  名  

派遣職員数（人）  

役員  職員  合計  

 

職

員

派

遣  

 

民法法人  

派遣法第 2 条第 1 号  
    

一般地方独立行政法人  

派遣法第 2 条第 2 号  
    

特別の法律で設立された法人  

派遣法第 2 条第 3 号  
    

地方自治法に基づく連合組織  

派遣法第 2 条第 4 号  

市長会     

議長会     

小  計      

退

職

派

遣  

特定法人  

派遣法第 10 条  
    

小  計      

合   計     0 

 

(2) 営利企業等の従事許可の状況（地方公務員法第３８条関係）  

（令和６年４月１日～令和７年３月３１日） 

区  分  
人  

（件）  
備    考  

許可人数  

（または許可件数） 

8 

（ 8）  
農業、漁業、不動産の賃貸、各種委員  

（注）営利企業等の従事許可の状況とは、営利企業及びその他の団体の役員等への就任・従事

すること、自ら営利を目的とする企業を営むこと等をいいます。  
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10 職員の研修の状況 

(1) 研修に関する基本方針の策定（地方公務員法第３９条第２項） 

策定の有無  策定時期  

有  令和８年４月  

 

(2) 研修の実施状況         （令和６年４月１日～令和７年３月３１日） 

機関別研修  人数  備   考  

広島県自治総合研修センター  82 人   

市町村アカデミー等  8 人   

広島市職員研修  5 人   

独自研修  898 人  市独自の研修  

研修派遣  5 人   

計  998 人   

 

 

11 職員の福祉及び利益の保護の状況 

(1) 職員の健康診断等の状況（令和６年４月１日～令和７年３月３１日） 

区     分  受診者数  内  容  等  

定期健康診断  10 人   市が実施する定期健診  

短期人間ドック  335 人   

医療機関が実施する健診  

（広島県市町村職員共済組合、広島県市町村職員互助会から

費用の一部を助成）  

 

(2) 公務災害の発生状況  （令和６年４月１日～令和７年３月３１日） 

公務災害 (件 ) 通勤災害 (件 ) 

0 0 
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12 勤務条件に関する措置の要求の状況 
 

区  分  

R6.3.31 現在  

継続件数  

A 

R6.4.1～R7.3.31の措

置要求の件数 

B 

R6.4.1～R7.3.31の 

終結件数 

C 

R7.3.31 現在  

継続件数  

（ A+B－ C）  

給   与      

旅   費      

勤務時間      

休   暇      

執務環境      

厚生福利      

転   任      

任   用      

そ  の  他      

合  計      

 

 

13 不利益処分に関する不服申立ての状況 
 

区  分  

R6.3.31 現在  

継続件数  

A 

R6.4.1～R7.3.31の不

服申立ての件数 

B 

R6.4.1～R7.3.31の

終結件数  

C 

R7.3.31 現在  

継続件数  

（ A+B-C）  

分

限

処

分  

降給      

降任      

休職  
 

   

免職      

懲

戒

処

分  

戒告      

減給      

停職      

免職      

転  任      

その他      

合  計      

 

 

 

該当なし 

該当なし 
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14 公営企業職員の状況  

    下水道事業  

①  職員給与費の状況  

ア  決算  

区  分  

 

 

総費用  

 

      Ａ 

純損益又は  

実質収支  

 

職員給与費  

  

     Ｂ 

総費用に占める  

職員給与費比率  

     Ｂ／Ａ  

 (参考 ) 

R5年度の総費用に占

める職員給与費比率  

R6年度  

 

1,008,989千円  

 

0千円  

 

  46,439千円  

 

         4.6％  

 

             4.0％  

 

（ 注 ） 資 本 勘 定 支 弁 職 員 に 係 る 職 員 給 与 費 を 含 み ま せ ん 。  

 

区  分  

 

職員数  

    Ａ  

給      与      費  一人当たり  

給与費 B / A  

 

 

 

 

(参考 )市町村平均

１人当た り 給与費  給   料  職員手当    期 末 ･ 勤 勉 手 当  計  Ｂ  

R6年度  9人  33,587千円  3,338千円  9,514千円  46,439千円   5,160千円    6,187千円  

（注）１  職員手当には退職給与金を含みません。  

２  職員数は、令和６年３月３１日現在の人数です。  

 

    ②  職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和７年４月１日現在）  

区  分  平均年齢  基本給  平均月収額   

江田島市 (一般行政 )      45.0歳    343,500円    399,979円 

事  業  者  

江田島市(下水道事業) 
      50.6歳 310,991円        429,991円  

（注）１  平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みません。  

   ２  平均年齢の団体平均は、会計年度任用職員を含んで算出しています。  

 

 ③  職員の手当の状況  

ア  特殊勤務手当（令和７年４月１日現在）  

支給実績（令和 6年度決算）  0千 円  

支給職員１人当たり平均支給年額（令和 6年度決算）  0円  

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和 6年度）  0％  

手当の種類（手当数）  １  

手当の名称  主な支給対象

職員  

主な支給対象業務  支給実績  

(R6年度決算）  

左記職員に対する支給

単価 

水道使用料 、下水

道使用料 、下水道

事業受益者分担金

等の滞納整理に従

事する職員の特殊

勤務手当  

従事した職員  水道使用料、下水道使用

料、下水道事業受益者分

担金等の滞納整理に従事

する場合  

0千円  日額 500 円  

 

イ  その他の手当（令和７年４月１日現在）  

その他の手当については、「４  職員の手当の状況」のとおりです。  

 


